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証券コード 7043
2026年３月６日

（電子提供措置の開始日2026年３月３日）
株主各位

東京都千代田区九段北一丁目13番５号
アルー株式会社

代表取締役社長 落合文四郎

第23期 定時株主総会 招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第23期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.alue.co.jp/ir/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「アルー」または証券「コード」に
「7043」（半角）を入力・検索し「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧くだ
さい。

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛
否をご表示いただき、2026年３月24日（火曜日）午後６時までに到着するようご送付ください
ますようお願い申し上げます。

敬具
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記

１．日 時 2026年３月25日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
２．場 所 東京都千代田区九段北一丁目13番５号 ヒューリック九段ビル２階

本社カンファレンスルーム
３．目的事項

報告事項 １．第23期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、
連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件

２．第23期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報
告の件

決議事項
(会社提案)
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役４名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

(株主提案)
第５号議案 取締役 池田祐輔氏 解任の件
第６号議案 戦略的選択肢（非公開化等）の検討を取締役会に求める件
第７号議案 取締役報酬制度の改定（業績連動報酬比率および目標水準の見直し）の件

株主提案（第５号議案から第７号議案まで）に係る議案の要領は、後記「株主総会参考書
類」に記載の通りであります。

以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席の方へのお土産のご用意はございません。予めご了承ください。
◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、会社提案については賛、株主からの提案については否の意思表示をされ

たものとしてお取扱いたします。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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事 業 報 告

〔2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで〕

１．企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国の経済は、雇用や所得の環境が改善するに伴い、国内で
の物価上昇を背景とした個人消費の伸び悩みがみられるものの、緩やかに回復の兆しを見
せております。
一方で、米国の通商政策に代表される政治・経済状況や金融市場の変動等による景気予

測の困難さを受け、先行きが不透明な状況が続いております。
また、急速な進化を見せる生成AIの活用の波は、当社が属する人材育成業界においても

確実に波及しており、生成AIを用いたこれまでの枠にとらわれない新しい人材育成にかか
わるサービス提供が求められております。

このような環境の中、当社グループでは、昨年度M&Aにて取得し子会社化したクイン
テグラル株式会社の利益貢献の最大化を図る取り組みや、期中に吸収合併した株式会社エ
ナジースイッチとの人材面および営業面でのシナジー創出に取り組むとともに、当期特に
注力してきたマーケティングや納品体制の投資見直し並びにコスト削減効果の最大化を図
ってまいりました。
また、営業面においても、国内大手法人顧客向けのサービス提供における新人導入研修

の大型案件の獲得や受注率の改善に取り組み、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる
可能性を切り拓きます。- all the possibilities -」というMissionのもと、利益創出構造
への転換に尽力してまいりました。

なお、当社グループは、人材育成事業の単一の報告セグメントでありますが、経営成績
の概況についてはセグメントに代えてサービス別に記載しております。

１．法人向け教育
法人向け教育の当連結会計年度における売上高は、教室型研修において新人導入研修の

納品が例年通り進んだことに加え、大型案件の受注や納品があったことで従前の売上高が
伸長したほか、株式会社エナジースイッチやクインテグラル株式会社の連結による影響で
売上高の増加もあり、好調に推移しました。
以上の結果、法人向け教育の売上高は、3,060,306千円(前年同期比20.6%増)となりま

した。
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２．etudes
クラウド型eラーニングシステム「etudes」の当連結会計年度における売上高は、昨年

より取り組んでいる最低価格導入により、一時的な利用企業数の減少があったものの、利
用企業数の減少は底を打ち安定してきております。また、顧客単価向上の効果により
ARPU(Average Revenue Per User)が大きく伸びたことや、エンタープライズ向けコ
ンテンツ支援施策による売上高の上乗せも手伝い、etudes売上高は好調に推移しました。
以上の結果、etudesの売上高は、436,573千円(前年同期比18.9%増)となりました。

３．その他
当社の海外子会社が現地法人向けに提供している海外教室型研修の当連結会計年度にお

ける売上高は、中国子会社及びシンガポール子会社において、積極的な営業活動をとって
まいりましたが、前年と同規模の案件受注を達成出来なかったことが影響し、海外連結子
会社である中国子会社、シンガポール子会社ともに低調に推移しました。
以上の結果、海外教室型研修の売上高は、140,963千円(前年同期比23.6%減)となりま

した。

これらの結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は、3,637,843千円(前
年同期比17.8%増)と前年同期に比べ548,823千円増加いたしました。

当連結会計年度の利益面においては、法人向け教育の中で教室型研修の受注や納品が好
調に推移し、期初計画以上に売上高が拡大したことに加え、株式会社エナジースイッチや
クインテグラル株式会社のグループインによって各社の売上高が連結売上高へ反映された
ことで、売上高が伸長したことに加え、当期注力してまいりました、利益創出構造への転
換の取り組みの成果が見え始めたことにより外注費や労務費が減少し、売上総利益率が向
上しております。その結果、売上総利益は2,278,363千円（前年同期比24.3％増）と前
年同期に比べ444,842千円増加いたしました。
当社グループは、前連結会計年度までは新規顧客の獲得強化やetudesへの事業投資な

どを重点投資項目として位置づけ、人材の獲得や販売促進活動の強化、次世代etudesの
開発に注力し積極的な投資を進めてまいりましたが、当連結会計年度においては利益創出
構造への転換を図るべく、事業成長に必要な投資のみに絞り込み投資活動を実施いたしま
した。
販売費及び一般管理費においては、上記取り組みを機動的に実施した結果、前述のクイ

ンテグラル株式会社のグループインや、株式会社エナジースイッチの合併による費用の増
加はあったものの、マーケティング費用の削減や営業活動に起因する旅費交通費等の削減
の効果があり、販売費及び一般管理費は前連結会計年度と比べ微増となりました。
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これらの結果、当社グループの当連結会計年度における営業利益は354,035千円と前
年同期と比べ418,592千円の増加、経常利益は357,823千円と前年同期と比べ425,033
千円の増加、親会社株主に帰属する当期純利益は242,210千円と前年同期と比べ
315,916千円の増加となりました。
当社グループは単一の報告セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しており

ます。

（２）設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は、5,391千円(無形固定資産を含む)となりました。

主な内訳は、コンテンツ資産 3,242千円となります。

（３）資金調達の状況
当連結会計年度の資金調達につきましては、既存当座貸越借入枠より300,000千円を

資金調達しております。

（４）財産及び損益の状況
期別

項目
第20期

（2022年12月期）
第21期

（2023年12月期）
第22期

（2024年12月期）
第23期

（2025年12月期）
売 上 高 2,772,184千円 3,028,896千円 3,089,020千円 3,637,843千円
経常利益又は経常損失（△） 227,582千円 84,847千円 △67,210千円 357,823千円
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （△）

166,865千円 56,851千円 △73,706千円 242,210千円

１ 株 当 た り
当期純利益又は当期純損失（△） 65.89円 22.4円 △29.00円 95.12円

総 資 産 1,855,824千円 1,722,285千円 1,901,736千円 2,402,270千円
純 資 産 1,203,218千円 1,258,247千円 1,184,843千円 1,415,251千円
１ 株 当 た り 純 資 産 474.50円 495.58円 466.00円 555.06円
（注）１株当たり当期純利益又は当期純損失は期中平均株式数により、１株当たり純資産は期末発行済株式

数により算出しております。
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（５）重要な親会社及び子会社の状況
ａ．親会社の状況

該当事項はありません。
ｂ．子会社の状況

名称 出資比率 主要な事業内容
艾陸企業管理諮詢(上海)有限公司（中国） 100％ 人材育成事業
Alue India Private Limited（インド） 100％ 人材育成事業
ALUE SINGAPORE PTE. LTD.（シンガポール） 100％ 人材育成事業
ALUE PHILIPPINES INC.（フィリピン） 100％ 人材育成事業
ALUE TRAINING CENTER, INC.（フィリピン） 40.0％ 人材育成事業
クインテグラル株式会社 100％ 人材育成事業
QUINTEGRAL PHILIPPINES, INC.（フィリピン） 100％ 人材育成事業
（注）１．ALUE TRAINING CENTER, INC.は、当社の出資比率は40.0％でありますが、支配力基準の適用

により連結子会社としております。
２．当社は、2025年11月１日付けにて、株式会社エナジースイッチを吸収合併いたしました。
３．QUINTEGRAL PHILIPPINES, INC.の株式は、2025年12月23日付けにてクインテグラル株式会社
が100%取得しており、同社を通じての間接所有となっております。

（６）対処すべき課題
当社グループは、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます。- all

the possibilities -」というMissionに基づき、様々な業界、企業で活躍する人材を人材育
成事業によって支援しております。
多くの企業において人材育成の必要性は認知されており、市場規模は安定的ではあるもの

の、投資対効果が見え辛いために、大きく成長する市場ではありませんでした。しかし、労
働人口の長期的な減少を背景とした、労働生産性向上のニーズの高まりや、AI技術の革新に
よる人の付加価値向上ニーズによって人材育成業界への期待は高まっています。この期待に
応えるには『育成の成果』を明らかにし、より大きな投資に見合うサービスであるという認
知の獲得が必要と考えております。また、昨今は勤務形態においてオフィス回帰の流れがあ
る一方、在宅・テレワークについても継続して推進されており、オンラインでの研修実施や
eラーニングの利用が促進され、定着してきております。
そのような状況下で、当社の中長期でのさらなる事業成長や利益の創出により企業価値を
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向上させていくことは大変重要な課題であると認めております。
以上のことから対策として以下の施策を実施してまいります。

１．etudes事業の拡大
現在、これまでの同業他社にとどまらず異業種からの参入が相次いでいるeラーニング、

ラーニングマネジメントシステム(LMS)市場においては、当社の得意な分野での優位性をし
っかりと発揮しながら競争に勝ち抜いていく必要があると考えております。そのため当社の
クラウド型eラーニングシステム「etudes」を提供しているetudes事業においては、大き
く２つの方針を柱に、事業活動の拡大を図っていきたいと考えております。まず１つ目の柱
として、法人向け教育研修の顧客層である国内の大企業法人へ向けたソリューションを強化
し、法人向け教育研修営業や顧客人事とも連携しながら組織課題の解決に向けたソリューシ
ョンのひとつとして、事業規模の拡大を図っていく方針です。また２つ目の柱としては、中
堅中小企業向けにeラーニング等を提供するベンダーが利用できるLMSのプラットフォーム
として当社の「etudes」の利用を促進することにより事業拡大を推進してまいります。最
低取引価格の導入によるetudes事業の売上高および利益の拡大は当連結会計年度より徐々
に効果を出すことができており、この取り組みを継続しながら、２本の柱の施策をそれぞれ
加速していくことで、etudes事業の成長拡大に邁進してまいります。

２．顧客単価の向上
当社は、国内の大企業法人が主要な顧客層であり、個別最適化されたソリューションを提

供しながら顧客単価の向上を図ることで、事業の成長拡大を継続してまいりました。この取
り組みにより既存の顧客基盤がこれまでより充実したことから、新規の顧客を獲得すること
による事業規模の拡大に注力してまいりました。
当面の課題としては、大型案件の獲得および受注率の向上にあると考えており、吸収合併

した株式会社エナジースイッチや子会社のクインテグラル株式会社のノウハウを今後に生か
しながら、営業強化施策を展開し、当社熟達者の関与を深めることで、個々の研修実施にと
どまらない組織課題の解決に向けた総合的なソリューションを提供し、顧客単価の最大化に
努めてまいります。
以上の取り組みを通し当社は、事業規模の拡大を図り利益水準の向上に邁進してまいりま

す。
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３．M＆Aの推進
当社グループでは、2024年に株式会社エナジースイッチならびにクインテグラル株式会

社、2025年にはQUINTEGRAL PHILIPPINES, INC.の株式取得を行い、M&Aによる事業拡
大を行ってまいりました。今後については、これらの会社が持つ強みと、当社が持つ顧客基
盤やコンテンツ開発力を活かして、グループでのシナジー効果を最大化するよう努めてまい
ります。
また、人材育成領域はもちろんのこと、当社のMissionに関連する人材育成の周辺の事業

領域においてもM&Aの機会を探索し、非連続な事業成長を目指してまいります。

４．内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実
当社グループは、持続的な成長と企業価値の向上のため、内部管理体制の充実が不可欠で

あると認識しており、役職員のコンプライアンス意識の向上、当社連結子会社並びに各事業
の取引態様に即した内部管理体制を構築するなど、コーポレート・ガバナンス体制の強化に
取り組んでまいります。
今後は、認証を取得済みのISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）運用を通じ、

データを安全で効率的に管理する体制の強化をさらに進めてまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。
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（７）主要な事業内容
法人顧客の従業員に対する、「人材育成事業」を行っております。

（８）主要な営業所（2025年12月31日現在）
名称 所在地

本社 東京都千代田区九段北一丁目13番５号
関西支社 大阪府大阪市西区靱本町一丁目11番７号
名古屋支社 愛知県名古屋市中区錦二丁目19番１号
艾陸企業管理諮詢(上海)有限公司（中国） 中華人民共和国上海市
Alue India Private Limited（インド） Gurugram Haryana India
ALUE SINGAPORE PTE. LTD.（シンガポール） NORTH BRIDGE RD Singapore
ALUE PHILIPPINES INC.（フィリピン） Makati City Philippines
ALUE TRAINING CENTER, INC.（フィリピン） Makati City Philippines
クインテグラル株式会社 東京都千代田区九段北一丁目13番５号
QUINTEGRAL PHILIPPINES, INC.（フィリピン） Makati City Philippines
（注）１．当社は、2025年11月１日付けにて、株式会社エナジースイッチを吸収合併いたしました。

２．QUINTEGRAL PHILIPPINES, INC.は、クインテグラル株式会社の100%子会社になります。
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（９）従業員の状況（2025年12月31日現在）
期末従業員数 前連結会計年度末比増減

１９８名 ３名増
（注）上記従業員数には、使用人兼務取締役及び臨時雇用者数（パートタイマー及び派遣社員）は含まれて

おりません。

（10）主要な借入先（2025年12月31日現在）
借入先 借入金残高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 315,990千円
三 井 住 友 銀 行 100,000千円
株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 28,500千円
株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 22,540千円

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）
株式の状況
ａ．発行可能株式総数 普通株式 8,000,000株
ｂ．発行済株式の総数 普通株式 2,554,400株
ｃ．株主数 863名
ｄ．大株主

株主名 持株数 持株比率
落 合 文 四 郎 802,000株 31.5 ％
株式会社フォーティーシクサーズ 442,200株 17.3 ％
新 井 友 行 100,000株 3.9 ％
池 田 祐 輔 96,700株 3.8 ％
野村證券株式会社 93,400株 3.7 ％
湯 川 泰 行 84,225株 3.3 ％
アルー社員持株会 78,303株 3.1 ％
株式会社ＳＢＩ証券 77,717株 3.0 ％
稲 村 大 悟 70,200株 2.8 ％
株式会社こやの 60,000株 2.4 ％
（注）１．当社は自己株式4,653株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３．小数点第１位未満を四捨五入して表示しております。

ｅ．当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 3,400株 2名
（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４．会社役員に関する事項（４）取締役及び監査役の報酬等の

総額」に記載しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
（１）当事業年度の末日において、当社役員及び従業員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権の状況
新株予約権の名称 第５回新株予約権 第６回新株予約権
発行決議日 2016年12月22日 2017年12月19日
新株予約権の対象者 当社の取締役及び従業員 当社の取締役及び従業員
新株予約権の数 461個 109個
新株予約権の目的となる株式の種類と数 当社普通株式 46,100株 当社普通株式 10,900株
新株予約権の払込金額 無償 無償
権利行使時１株当たりの行使金額 500円 500円

権利行使期間 2018年12月23日から
2026年12月22日まで

2019年12月20日から
2026年12月22日まで

新株予約権の行使の条件 （注１） （注１）

役員の保有状況
対象者 取締役（注２） 取締役（注２）
新株予約権の数 420個 69個
保有者数 １人 １人

（注）１．行使の条件は以下のとおりです。
①対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあ
ることを要する。

②前号のほか、権利行使の条件については新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株
予約権の割当を受けた者との間で個別に締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

２．社外取締役及び監査役は新株予約権を保有しておりません。
３．当社は2018年９月11日付で普通株式１株につき普通株式100株とする株式分割を行っており、

上記記載の「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「権利行使時１株当たりの行使金額」は
調整後の内容となっております。
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（２）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の状況（2025年12月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 落 合 文四郎 クインテグラル株式会社 取締役

取 締 役 池 田 祐 輔 執行役員 新領域開発管掌 新領域開発部長

取 締 役 稲 村 大 悟 執行役員 コーポレート管掌 管理本部長
クインテグラル株式会社 取締役

取 締 役 西立野 竜 史 株式会社NEUTRON 代表取締役社長
東京コスモス電機株式会社 常務取締役

監 査 役 荒 幡 義 光

監 査 役 富 永 治 公認会計士富永治事務所 所長

監 査 役 和 田 健 吾

株式会社エイ・アイ・パートナーズ 代表取締役
エイ・アイ・パートナーズ税務会計事務所代表
株式会社じげん 監査役
クラウドエース株式会社 監査役
株式会社Ｇｕｎｏｓｙ 監査役
オイシックス・ラ・大地株式会社 監査役

（注）１．取締役西立野竜史は、社外取締役であります。
２．監査役荒幡義光、富永治及び和田健吾は、社外監査役であります。
３．当社は取締役西立野竜史、監査役荒幡義光、富永治及び和田健吾を東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．監査役富永治は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。和田健吾は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関
する相当程度の知見を有するものであります。

５．当社では、業務執行をより機動的に行い、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入して
おります。上記の取締役を除く執行役員は２名で東ゆかりと平川明日香です。
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（２）責任限定契約に関する事項
当社は社外取締役及び監査役全員と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償限度
額は、同法第425条第１項で定める額を損害賠償責任の限度としております。

（３）役員等賠償責任保険契約に関する事項
ａ．被保険者の範囲
当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職・監督者の地位にある従業員

ｂ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員及び
管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期
間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補
されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が

法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対
象とならないなど、一定の免責事由があります。
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（４）取締役及び監査役の報酬等の総額
ａ．当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

67,712
（4,800）

54,670
（4,800）

9,940
（ー）

3,102
（ー）

4
（1）

監査役
（うち社外監査役）

14,808
（14,808）

14,808
（14,808）

ー
（ー）

ー
（ー）

3
（3）

合計
（うち社外役員）

82,520
（19,608）

69,478
（19,608）

9,940
（ー）

3,102
（ー）

7
（4）

（注）１．非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式であり、割当ての際の条件等は「ｂ．役員報酬の額
の決定に関する方針及びその算定方法」のとおりであります。また、当事業年度における交付状
況は、「２．会社の株式に関する事項 ｅ．当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付
した株式の状況」に記載しております。

２．取締役の報酬限度額は、2017年３月29日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内
（うち社外取締役分20,000千円以内）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締
役の員数は、3名です。また、金銭報酬とは別枠で、2020年３月27日開催の定時株主総会におい
て、株式報酬の額として年額10,000千円以内、株式数の上限を14,500株以内と決議されており
ます。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、4名（うち、社外取締役は１名）です。

３．監査役の報酬限度額は、2017年３月29日開催の定時株主総会において、年額20,000千円以内と
決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、3名（うち、社外監査役は3
名）です。

４．業績連動報酬等につきましては、当社事業の成果が測りやすく、透明性や客観性があることから
単年度の連結営業利益を評価指標として設定しております。業績連動報酬等の額は、別途定めた
報酬テーブルにより当連結会計年度の単年度連結営業利益の4%を上限原資とし、個人別の額につ
いては各取締役に対する評定に基づき決定しております。当連結会計年度の営業利益の金額につ
いては、連結損益計算書に記載のとおりです。

５．取締役会は、代表取締役社長に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任し
た理由は、当社全体の業績を俯瞰し、各取締役の職務分掌や職責の評価を行うには代表取締役社
長が最も適していると判断したためであります。

ｂ．役員報酬の額の決定に関する方針及びその算定方法
（役員の報酬等に関する基本方針）

当社の役員の報酬については、事業を成長させる優秀な経営人材を確保できる報酬水
準であること、役員の成果創出にコミットメントする動機づけを高める報酬体系である
こと、報酬の決定プロセスは客観的で透明性の高いものとすることを基本方針としてお
ります。
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（社内取締役の報酬等の算定方法及び決定に関する方針）
当社の社内取締役の報酬の算定方法及び決定に関する方針は、基本方針を基に外部の

データベースサービスをもとに国内の同業種や同規模企業の役員報酬水準をベンチマー
クとしたうえで、別途定める報酬テーブルに準じて決定した金銭を基本報酬として、同
様に譲渡制限付株式を長期のインセンティブとして、報酬テーブルに個々の成果に応じ
た評価を反映した金銭を業績連動報酬として支給することとしております。業績連動報
酬については、当社事業の成果が測りやすく、透明性や客観性があることから単年度の
連結営業利益を評価指標として設定しております。

報酬構成のイメージは以下のとおりです。
支給方法 業績連動指標

基本報酬 金銭 ―

業績連動報酬 金銭 単年度連結営業利益

譲渡制限付株式報酬 譲渡制限付株式 ―

報酬の決定に関しては、上記方針により算定される金額について取締役会より代表取締
役社長落合文四郎に一任され、監査役会の意見を踏まえたうえ決定されることとしており
ます。

（社外取締役の報酬）
独立性を確保する観点から、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は導入せず、基本

報酬のみとし、代表取締役社長落合文四郎に一任され、監査役会の意見を踏まえたうえ
決定されることとしております。

（監査役の報酬）
取締役の監督にあたる役割であり、その職務に鑑みて業績連動報酬及び譲渡制限付株

式報酬は導入せず、基本報酬のみとし、監査役会において協議のうえ決定されるものと
しております。
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（５）社外役員に関する事項
ａ．重要な兼職先と当社との関係

区分 氏名 兼職先 兼職内容 当社との関係

取締役 西立野竜史
株 式 会 社 N E U T R O N 代表取締役社長

特別の関係はありません。
東 京 コ ス モ ス 電 機 株 式 会 社 常 務 取 締 役

監査役 富永 治 公 認 会 計 士 富 永 治 事 務 所 所 長 特別の関係はありません。

監査役 和田 健吾

株式会社エイ・アイ・パートナーズ 代 表 取 締 役

特別の関係はありません。

エ イ ・ ア イ ・ パ ー ト ナ ー ズ
税 務 会 計 事 務 所 代 表

株 式 会 社 じ げ ん 監 査 役
ク ラ ウ ド エ ー ス 株 式 会 社 監 査 役
株 式 会 社 Ｇ ｕ ｎ ｏ ｓ ｙ 監 査 役
オイシックス・ラ・大地株式会社 監 査 役

ｂ．当事業年度における主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況

取締役 西立野竜史
当事業年度中に開催された取締役会20回のうち全て出席し、主に出身分野である戦
略コンサルティングファームを通じて培ったコンサルタントとしての経験と経営に関
する幅広い知見から適宜発言を行っております。

監査役 荒幡 義光
当事業年度中に開催された取締役会20回のうち全て、監査役会23回のうち全て出席
し、主に金融機関及び上場企業において培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜
発言を行っております。

監査役 富永 治
当事業年度中に開催された取締役会20回のうち全て、監査役会23回のうち全て出席
し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜発言を行って
おります。

監査役 和田 健吾
当事業年度中に開催された取締役会20回のうち全て、監査役会23回のうち全て出席
し、主に公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と専門的知見から適宜発
言を行っております。



― 18 ―

５．会計監査人に関する事項
会計監査人の状況

（１）会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

（２）報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額
イ．公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額
ロ．公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額

55,778千円
―千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 55,778千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、イ．の金額にはこ
れらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意
いたしました。

３．上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬 17,534 千円を支払っております。

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場
合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査
人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

６．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
（１）業務の適正を確保するための体制

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ．取締役及び使用人が法令や社会的規範を遵守し、事業活動を遂行するための行動規範
として、「リスク・コンプライアンス規程」を定め、法令遵守の徹底を図る。
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ｂ．法令及び定款等の遵守体制の確立、維持、向上のための活動を推進する「リスク・コ
ンプライアンス等管理委員会」を設置する。

ｃ．取締役及び使用人に対して継続的なコンプライアンス教育を実施するほか、社内イン
トラネットへ規程やマニュアル等を掲示し、遵守すべき法令及び定款等の周知徹底、コ
ンプライアンス体制の整備、充実を図る。

ｄ．内部通報制度を整備し、取締役及び使用人が報告、相談できる内部通報窓口を社内及
び社外に設置し、法令違反及び不正行為等を早期に把握、改善し、再発防止に取り組
む。

ｅ．内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社における業務遂行及び
コンプライアンスの遵守状況を監査し、監査結果を代表取締役社長に報告する。

ｆ．反社会的勢力への対応について、方針及び規程を定め、警察、弁護士等の外部専門機
関と連携し、反社会的勢力との一切の関係を遮断するための組織体制を確保する。

ｇ．財務報告の信頼性を確保するために、内部統制体制を整備するとともに、継続的にそ
の有効性を評価し、維持、改善を行う。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ａ．取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報は、法令及び当社の「文書管理規
程」、「情報セキュリティ規程」等に基づき、文書又は電子媒体に記録し、保存及び廃棄
する。

ｂ．文書、情報の管理責任部署は、社内規程の定めるところとし、取締役及び監査役は、
これらの情報、文書を常時閲覧できる。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ．リスクマネジメント体制の確立・維持・向上のため、「リスク・コンプライアンス規
程」を制定し、リスク・コンプライアンス等管理委員会を設置する。

ｂ．リスク・コンプライアンス等管理委員会は、全社的なリスクを統括的に管理し、想定
されるリスクの特定、評価を行い、対策を講じるリスク及び対応部署を決定し、組織的
対応を推進する。

ｃ．緊急事態が発生した場合は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、対策本部
を設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整備する。

ｄ．内部監査部門は、当社及び子会社におけるリスク管理体制を監査し、監査結果を代表
取締役社長に報告する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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ａ．原則として、月1回取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、
法令及び定款並びに「取締役会規程」に定められた重要事項の意思決定を行う。

ｂ．取締役は、取締役会において定めた中期経営計画、単年度予算、重要事項に基づき、
適正かつ効率的に職務執行を行い、進捗状況を取締役会へ報告する。

ｃ．取締役会における意思決定を迅速に行うために、取締役及び取締役会で選任された執
行役員は、取締役会において決定した方針に基づき、経営に関する重要な事項につい
て、事前に十分な検討を行う。

ｄ．「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等を定め、職務執
行の範囲及び責任権限を明確にする。

５．当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ．総合的な事業の発展を図るために、「関係会社管理規程」において、関係会社に関す
る管理上の基本事項を定め、管理を行うとともに、状況に応じて、取締役及び監査役を
派遣し、経営状況の把握、業務の適正を推進する。

ｂ．子会社を統括する所管部門を設置し、経営目標を達成できるよう管理指導を行い、一
定の職務執行については、「関係会社管理規程」に基づき、当社の承認又は報告を行う
体制とする。

ｃ．子会社は、所管部門の指導の下、職務執行を適正かつ効率的に行える体制を整備す
る。

ｄ．監査役及び内部監査部門は、子会社の監査を実施し、適宜改善指導等を行う。
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ａ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役社長は、
監査役の指揮、監督の下、職務を執行する専任の補助使用人を選任する。

ｂ．監査役の補助使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役の承認を要する。
７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
ａ．当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項の他、監査役
からの要請に応じて報告及び情報提供を行う。

ｂ．監査役は、取締役会、経営会議の他、重要な会議への出席、稟議書等の業務執行に関
する重要な文書の閲覧により、職務の執行状況の把握及び報告を受けるものとし、適宜
監査役会へ報告する。

ｃ．監査役への報告、相談を行ったことを理由として、当社及び子会社の取締役並びに使
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用人に対して、不利益な取扱いがされないことを徹底する。
８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．監査役は、原則として月1回監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を
開催し、監査役相互の情報共有、協議を行う。

ｂ．監査役は、代表取締役社長と定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人、内部監
査部門と相互に緊密な連携及び情報交換を行い、監査の有効性と効率性の確保を図る。

ｃ．監査役が職務の執行に係る費用の前払い又は償還等の請求をした時は、当該請求に係
る費用又は監査役の職務の執行に必要ではないことが明らかな場合を除き、当社が負担
する。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、当事業

年度（2025年１月１日から2025年12月31日まで）において、その基本方針に基づき以下
の具体的な取り組みを行っております。
１．主な会議の開催状況として、取締役会は20回開催され、取締役の職務遂行の適法性を
確保し、取締役の職務遂行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しな
い社外取締役が全てに出席いたしました。その他、監査役会は23回、リスク・コンプラ
イアンス等委員会は５回開催いたしました。

２．監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及
び他の取締役、内部監査担当、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連
携を図っております。

３．内部監査担当は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び業務の監
査、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

７．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留

保の充実を図りつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当事業年度の期末配当につきましては、１株当たり７円の配当を予定しております。なお、当
社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決議によって毎年６月30日を基
準日として行うことができる旨を定款に定めておりますが、期末配当の年１回を基本方針とし
ております。
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８．株式会社の支配に関する基本方針
当社は現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めており

ません。
一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものにつ

いては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつつ、今
後も慎重に検討を行ってまいります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
本事業報告に記載の金額及び株式数並びに比率は、表示単位未満を切捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,930,742 流 動 負 債 851,816
現 金 及 び 預 金 1,297,034 買 掛 金 63,603
売 掛 金 502,641 短 期 借 入 金 300,000
仕 掛 品 1,484 １年内返済予定の長期借入金 33,860
前 払 費 用 68,114 未 払 金 90,083
未 収 還 付 法 人 税 等 14,019 未 払 費 用 50,947
そ の 他 48,267 未 払 法 人 税 等 120,027
貸 倒 引 当 金 △817 契 約 負 債 45,556

固 定 資 産 471,527 役 員 賞 与 引 当 金 13,940
有 形 固 定 資 産 22,204 そ の 他 133,798
建 物 附 属 設 備 50,218 固 定 負 債 135,202
減 価 償 却 累 計 額 △31,057 長 期 借 入 金 133,170
減 損 損 失 累 計 額 △543 そ の 他 2,032
建物附属設備 ( 純額 ) 18,617

そ の 他 50,799 負 債 合 計 987,018
減 価 償 却 累 計 額 △46,662 純 資 産 の 部
減 損 損 失 累 計 額 △549 株 主 資 本 1,351,638
そ の 他 （純 額） 3,587 資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金

為 替 換 算 調 整 勘 定

新 株 予 約 権

365,280

345,280

645,810

△ 4,732

61,034
1,572

59,461

2,578

無 形 固 定 資 産 312,219
ソ フ ト ウ ェ ア 60,367
の れ ん 235,847
そ の 他 16,004

投 資 そ の 他 の 資 産 137,103
投 資 有 価 証 券 12,267
差 入 保 証 金 57,583
長 期 前 払 費 用 29,542
退 職 給 付 に 係 る 資 産 3,849
繰 延 税 金 資 産 33,810
そ の 他 50 純 資 産 合 計 1,415,251

資 産 合 計 2,402,270 負債及び純資産合計 2,402,270
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連 結 損 益 計 算 書

〔2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで〕

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,637,843
売 上 原 価 1,359,480

売 上 総 利 益 2,278,363
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,924,328

営 業 利 益 354,035
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,192
受 取 手 数 料 2,714
保 険 解 約 返 戻 金 8,179
助 成 金 収 入 329
そ の 他 273 12,689

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7,625
為 替 差 損 458
そ の 他 817 8,901

経 常 利 益 357,823
特 別 損 失

減 損 損 失 1,092 1,092
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 356,730
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 114,305
法 人 税 等 調 整 額 214 114,520
当 期 純 利 益 242,210
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 242,210
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連結株主資本等変動計算書

〔2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで〕

（単位：千円）
株 主 資 本 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 純資産
合計資 本 金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

2025年１月１日残高 365,280 345,771 423,822 △12,111 1,122,764 1,307 60,771 62,079 ― 1,184,843

連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △17,798 △17,798 △17,798
親会社株主
に帰属する当
期純利益

242,210 242,210 242,210

自己株式の取得 △99 △99 △99
自己株式の処分 △2,915 7,477 4,562 4,562
自己株式処分
差損の振替 2,424 △2,424 ― ―

株主資本以外の
項目の連結
会計年度中の
変動額（純額）

265 △1,310 △1,044 2,578 1,533

連結会計年度中
の変動額合計 ― △491 221,987 7,378 228,874 265 △1,310 △1,044 2,578 230,408

2025年12月31日残高 365,280 345,280 645,810 △4,732 1,351,638 1,572 59,461 61,034 2,578 1,415,251
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 7社
連結子会社の名称
艾陸企業管理諮詢(上海)有限公司
Alue India Private Limited
ALUE SINGAPORE PTE. LTD.
ALUE PHILIPPINES INC.
ALUE TRAINING CENTER, INC.
クインテグラル株式会社
QUINTEGRAL PHILIPPINES, INC.

連結範囲の変更
当連結会計年度において、当社の連結子会社であった株式会社エナジースイッチは、

当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しておりま
す。
当連結会計年度に連結子会社クインテグラル株式会社において、QUINTEGRAL

PHILIPPINES, INC.の発行済株式の全てを取得したことに伴い、同社を連結の範囲に含
めております。

（２）主要な非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称
PT.ALUE INDONESIA

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産額、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は連結計算書類に重要な影響を及ぼさない
ためであります。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用しない非連結子会社の名称

PT.ALUE INDONESIA
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（２）持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす
影響が軽微である、かつ、全体としても重要性がないためであります。

３．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
建物附属設備 定額法 主な耐用年数３〜18年

②無形固定資産
ソフトウエア 社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

（３）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
②役員賞与引当金
役員への業績連動報酬の支払に備えるため、支給見込額に基づく当連結会計年度負

担額を計上しております。

（４）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理しております。
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（５）収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する各サービスにおける主な履行義
務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
①法人向け教育
法人向けに研修サービスの提供を行うことを履行義務としております。当該履行義

務は、研修サービスを顧客に納品する一時点で履行義務が充足されるため、当該時点
で収益認識しております。
②ｅｔｕｄｅｓ
法人向けにｅラーニングシステムのプラットフォームの提供を行うことを履行義務

としております。
月契約のASPサービスや保守運用サービスは、契約期間に応じて履行義務が充足され

るため、当該期間で収益認識しております。また、ASPサービスを契約している顧客先
に対してコンテンツ等の制作物を納品する場合においては、顧客の検収完了の一時点
で履行義務が充足されるため、当該時点で収益認識しております。
③海外教室型研修
当社の在外連結子会社が現地法人向けに研修サービスの提供を行うことを履行義務

としております。当該履行義務は、研修サービスを顧客に納品する一時点で履行義務
が充足されるため、当該時点で収益認識しております。

（６）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年〜7年で均等償却しております。

（７）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

４．会計方針の変更に関する注記
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10

月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し
ております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、

2022年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に
係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下
「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っております。なお、当該会計方針の変更により連結計算書類に与える影響はありませ
ん。
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(会計上の見積りに関する注記)
のれんの評価
１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 235,847千円
（注）当連結会計年度の主な内訳は、クインテグラル株式会社の取得に係るのれん165,783

千円であります。

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
のれんは、企業買収により取得した子会社の将来の超過収益力として連結貸借対照表

に計上され、当社グループはその効果の及ぶ期間に亘り均等償却しております。のれん
の回収可能性については、子会社の業績や事業計画等を基に判断を行っておりますが、
将来において当初想定した超過収益力が見込めなくなった場合には、連結計算書類にお
いてのれんの減損損失を認識します。
クインテグラル株式会社については、買収時の計画より実績が下回っており、減損の

兆候が生じていますが、当連結会計年度においては、割引前将来キャッシュ・フローの
総額がのれんを含む資産グループの帳簿価額を上回っていることから、減損損失の認識
は不要と判断しております。
割引前将来キャッシュ・フローの算定は、経営者により承認された将来の事業計画を

基礎に算定しております。将来の事業計画の策定においては、既に取引のある顧客に対
するリピート率や受注の獲得見込みを前提とした売上高の増加を主要な仮定としており
ます。
上記の仮定は経営者の最善の見積りによって決定されておりますが、将来の不確実な

経済条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合に
は翌連結会計年度の連結計算書類に影響を与える可能性があります。

繰延税金資産の回収可能性
１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 33,810千円
当連結会計年度において、最近の業績動向を踏まえた最善の見積りを行い、繰延税金

資産の回収可能性を見直した結果、繰延税金資産33,810千円を計上し、法人税等調整
額214千円を計上しております。



― 30 ―

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社グループは、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第26号）に従って税務上の欠損金の発生状況及び将来の課税所得の見積りによ
り企業分類を判定し、一時差異等の解消年度のスケジューリングを行い、回収可能と
見込まれる金額について繰延税金資産を計上しております。

（２）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の課税所得の見積りにつきましては、翌連結会計年度以降の予算及び中期経営

計画を基礎としており、当社グループが現在入手している市場動向に基づく受注状況
を主要な仮定としております。

（３）翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
将来の課税所得の見積りにつきましては、入手可能な情報に基づいて算出しておりま

すが、不確実な経済条件の変動等によって当該仮定に変化が生じた場合には、翌連結
会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に影響を与える可能性があり
ます。

（連結損益計算書に関する注記）
減損損失
当社グループは、以下資産について減損損失を計上いたしました。

１．減損損失を認識した資産
建物附属設備 543千円
工具、器具及び備品 549千円

２．減損損失の認識に至った経緯
当連結会計年度において、株式会社エナジースイッチを消滅会社とする吸収合併を行いま

した。それに伴い、株式会社エナジースイッチの本社オフィスを廃止し、当社本社オフィス
に統合したため、旧本社オフィスの附属設備、備品類について使用可能性がなくなり、減損
損失を認識するに至りました。

3．資産のグルーピング方法
当社グループは、事業単位を基準とした管理会計の区分に従って資産のグルーピングを行

っております。なお、将来の使用が認められない遊休資産については、個別の資産単位でグ
ルーピングしております。
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４．回収可能価額の算定方法
旧本社オフィスの閉鎖の意思決定を行ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として計上しております。なお、将来キャッシュ・フローが見込めない
ため、回収可能額はゼロと算定しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
の株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
の株式数（株）

普通株式 2,554,400 ― ― 2,554,400

２．剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額

決 議 配当金の総額
（千円） 配当の原資 １ 株 当 た り

配当金額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年３月26日
定時株主総会 17,798 利益剰余金 7 2024年12月31日 2025年３月27日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 配当金の総額
（千円） 配当の原資 １ 株 当 た り

配当金額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年３月25日
定時株主総会 17,848 利益剰余金 7 2025年12月31日 2026年３月26日

３．当連結会計年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数
普通株式 70,300株
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に教育研修サービスの提供を行うため、銀行借入により資金調達
をしております。
資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行っております。なお、デリバ

ティブに関連する取引は行っておりません。

（２）金融商品の内容とそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である

買掛金及び未払金はすべて１年以内の支払期日であります。
借入金は、子会社株式取得に備えた資金及び当社グループの所要資金として調達した

ものであり、金利の変動リスクに晒されております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、年齢調べを実施し定期的に
モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等
の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社につい
ても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、借入金のうち変動金利による銀行借入を行っているものについては、支払

金利の変動リスクに晒されております。支払金利の変動リスクを抑制するために、複
数の金融機関と取引をしており、支払金利の抑制に努めております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
営業債務は流動リスクに晒されておりますが、日次業務として手元資金の状況を

把握するなどの方法により管理しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1)投資有価証券
その他有価証券 12,267 12,267 ー

(2) 差入保証金 57,583 56,607 △ 976
資産計 69,850 68,874 △ 976

(1) 長期借入金（１年内返済予定
の長期借入金を含む） 167,030 168,259 1,229

負債計 167,030 168,259 1,229
（※１）現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未収還付法人税等、買掛金、短期借入

金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、注記を省略しております。

（※２）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

差入保証金 ー 57,583 ー ー
合計 ー 57,583 ー ー

（※３）短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 300,000 ― ― ― ― ―
長期借入金 33,860 33,360 33,360 32,380 25,480 8,590

合計 333,860 33,360 33,360 32,380 25,480 8,590
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定

した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用

いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。

（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
J-KISS型新株予約権 ー ー 12,267 12,267
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（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 ー 56,607 ー 56,607

資産計 ー 56,607 ー 56,607

長期借入金（１年内返済予定の長期借
入金を含む） ― 168,259 ― 168,259

負債計 ― 168,259 ― 168,259

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
J-KISS型新株予約権は、DCF方式により対象企業の株式価値を算出し、株式価値をJ-KISSと

普通株式に配分することで価値を見積もっており、レベル３の時価に分類しております。

差入保証金
差入保証金の時価は、返還予定時期ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと国債の利

回り等適切な指標の利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類し
ております。

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
長期借入金のうち、変動金利によるものの時価は、短期間で市場金利を反映し、また、当社

の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えら
れるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。また、固定金利
によるものの時価は、一致の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の新
規借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しており、レベル２の時価に分類
しております。
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（収益認識に関する注記）
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
一時点で移転される財

又はサービス
一定の期間にわたり
移転されるサービス 合計

法人向け教育 3,060,306 ― 3,060,306

ｅｔｕｄｅｓ 30,233 406,340 436,573

海外教室型研修 140,963 ― 140,963

顧客との契約から生じる収益 3,231,503 406,340 3,637,843

外部顧客への売上高 3,231,503 406,340 3,637,843

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）３．会計方針
に関する事項（５）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
なお、履行義務を充足してから対価を受領する期間までの期間は通常１年以内であるた

め、重要な金融要素は含んでおりません。

（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①顧客との契約から生じた契約負債の残高

当連結会計年度

契約負債（期首残高） 27,086千円

契約負債（期末残高） 45,556千円
（注）主にｅｔｕｄｅｓサービスにかかる顧客からの前受収益に関連するものになり

ます。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される顧客との契約期間が１年以内であるため、残存履

行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しており
ます。
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（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産 555円06銭
１株当たり当期純利益 95円12銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（企業結合に関する注記）
企業結合に係る暫定的な処理の確定
前連結会計年度において行われたクインテグラル株式会社との企業結合において暫定的な

会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。この暫定的な会計処
理の確定に当たり、取得原価の当初配分額の見直しを行った結果、当連結会計年度の連結計
算書類に与える影響はありません。

連結子会社の吸収合併
当社は、2025年９月18日開催の取締役会の決議に基づき、2025年11月１日付で当社の

連結子会社である株式会社エナジースイッチを消滅会社とする吸収合併を行いました。

１．取引の概要
（１）結合当事企業の名称及びその事業の内容
①吸収合併存続会社
結合企業の名称 アルー株式会社
事業の内容 人材育成事業

②吸収合併消滅会社
被結合企業の名称 株式会社エナジースイッチ
事業の内容 企業内人材育成プログラムの実施

（２）企業結合日
2025年11月１日（効力発生日）
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（３）企業結合の法的形式
アルー株式会社を吸収合併存続会社とし、株式会社エナジースイッチを吸収合併消滅会社
とする吸収合併

（４）結合後企業の名称
アルー株式会社

（５）企業結合の目的
本合併は、当社グループの経営資源の集中と効率的な事業運営を目的としております。

２．実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019
年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施しております。

取得による企業結合
当社および当社グループ会社のクインテグラル株式会社（以下「クインテグラル社」とい

う。）は、2025年12月11日開催の取締役会の決議に基づき、同日付でQUINTEGRAL
PHILIPPINES, INC.（以下「クインテグラルフィリピン社」という）の発行済株式の全部を
取得する株式譲渡契約を締結し、クインテグラル社が2025年12月23日に当該株式を取得
しました。

１．企業結合の概要
(１)被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 ：QUINTEGRAL PHILIPPINES, INC.
事業の内容：世界有数の人材育成組織AMA（アメリカンマネジメントアソシエーショ

ン）が開発するリーダーシップ、マネジメント、コミュニケーション、
営業、マーケティングなど各種研修サービスの提供

(２)企業結合を行った主な理由
クインテグラルフィリピン社は、人材育成組織AＭA（アメリカンマネジメントアソシエ

ーションといい、以下「AMA」といいます。）が開発するグローバルスタンダードのトレー
ニングをフィリピン国内にて提供することで、顧客のグローバル戦略を実現できる人材育成
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事業を行っております。
当社は、2024年にグループ化したクインテグラル社の持つAMAが開発するトレーニン

グプログラムを、グローバルに展開するにあたりクインテグラルフィリピン社の持つ営業基
盤を活用することで、世界で活躍する人材育成の事業分野を強化できると考えております。
本株式取得により、クインテグラルフィリピン社がクインテグラル社の子会社となること
で、当社グループのさらなる発展を実現できるものと判断いたしました。
(３)企業結合日

2025年12月31日（みなし取得日）
2025年12月23日（株式取得日）

(４)企業結合の法的形式
株式取得

(５)結合後企業の名称
QUINTEGRAL PHILIPPINES, INC.

(６)取得した議決権比率
100.0％

(７)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の子会社であるクインテグラル社が現金を対価として株式を取得したためでありま

す。

２．連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2025年12月31日をみなし取得日としており、当連結会計年度においては貸借対照表

のみ連結しているため、連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 91,743千円
取得原価 91,743千円

４．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 12,118千円
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５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(１)発生したのれんの金額

45,543千円
なお、上記の金額は、当連結会計年度末において、企業結合日における識別可能な

資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していな
いため、連結計算書類作成時点において入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計
処理を行っております。

(２)発生原因
主として2024年にグループ化したクインテグラル社の持つAMAが開発するトレー

ニングプログラムを、グローバルに展開するにあたりクインテグラルフィリピン社の
持つ営業基盤を活用することで、世界で活躍する人材育成の事業分野における取引規
模の拡大を図ることにより期待される超過収益力であります。

(３)償却方法及び償却期間
７年間にわたる均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 95,164千円
固定資産 6,475千円
資産合計 101,639千円
流動負債 55,321千円
固定負債 118千円
負債合計 55,439千円
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貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 1,658,026 流 動 負 債 737,388

現 金 及 び 預 金 1,033,364 買 掛 金 39,995
売 掛 金 400,161 短 期 借 入 金 300,000
仕 掛 品 288 １年内返済予定の長期借入金 21,480
前 払 費 用 43,808 未 払 金 84,039
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 151,750 未 払 費 用 42,915
そ の 他 29,470 未 払 法 人 税 等 111,876
貸 倒 引 当 金 △817 契 約 負 債 21,168

固 定 資 産 536,752 預 り 金 27,225
有 形 固 定 資 産 20,111 役 員 賞 与 引 当 金 9,940
建 物 附 属 設 備 41,341 そ の 他 78,747
減 価 償 却 累 計 額 △23,665 固 定 負 債 96,542
減 損 損 失 累 計 額 △543 長 期 借 入 金 94,510
建 物 附 属 設 備 （純 額） 17,133 そ の 他 2,032

工 具、 器 具 及 び 備 品 26,268
減 価 償 却 累 計 額 △22,740 負 債 合 計 833,931
減 損 損 失 累 計 額 △549 純 資 産 の 部
工具、器具及び備品（純額） 2,978 株 主 資 本 1,356,696

無 形 固 定 資 産 100,891 資 本 金 365,280
ソ フ ト ウ ェ ア 60,367 資 本 剰 余 金 345,280
の れ ん 24,520 資 本 準 備 金 345,280
そ の 他 16,004 利 益 剰 余 金 650,868

投 資 そ の 他 の 資 産 415,748 そ の 他 利 益 剰 余 金 650,868
投 資 有 価 証 券 12,267 繰 越 利 益 剰 余 金 650,868
関 係 会 社 株 式 326,754 自 己 株 式 △4,732
長 期 前 払 費 用 34 評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,572
差 入 保 証 金 53,817 その他有価証券評価差額金 1,572
繰 延 税 金 資 産 22,824 新 株 予 約 権 2,578
そ の 他 50 純 資 産 合 計 1,360,847

資 産 合 計 2,194,778 負債及び純資産合計 2,194,778
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損 益 計 算 書

〔2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで〕

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,083,105
売 上 原 価 1,198,892

売 上 総 利 益 1,884,212
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,538,107

営 業 利 益 346,105
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,807
受 取 手 数 料 8,650
そ の 他 352 10,811

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7,005
為 替 差 損 3 7,009

経 常 利 益 349,907
特 別 利 益

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 36,511 36,511
特 別 損 失

減 損 損 失 1,092 1,092
税 引 前 当 期 純 利 益 385,325
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 99,593
法 人 税 等 調 整 額 2,617 102,210
当 期 純 利 益 283,115
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株主資本等変動計算書

〔2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで〕

（単位：千円）
株 主 資 本 評価・換算差額等

新株予約権 純 資 産
合 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2025年１月１日残高 365,280 345,280 491 345,771 387,975 △12,058 1,086,969 1,307 ― 1,088,276

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △17,798 △17,798 △17,798

当 期 純 利 益 283,115 283,115 283,115

自己株式の取得 △151 △151 △151

自己株式の処分 △2,915 △2,915 7,477 4,562 4,562

自己株式処分差損の振替 2,424 2,424 △2,424 ―

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 265 2,578 2,843

事業年度中の変動額合計 ― ― △491 △491 262,892 7,325 269,727 265 2,578 272,570

2025年12月31日残高 365,280 345,280 ― 345,280 650,868 △4,732 1,356,696 1,572 2,578 1,360,847
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に係る注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券

関係会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）

２．固定資産の減価償却方法
（１）有形固定資産

建物附属設備 定額法 主な耐用年数 ３〜18年
工具、器具及び備品 定率法 主な耐用年数 ４〜15年

（２）無形固定資産
ソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

３．引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。
②役員賞与引当金
役員への業績連動報酬の支払に備えるため、支給見込額に基づく当事業年度負担額を

計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する各サービスにおける主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
①法人向け教育
法人向けに研修サービスの提供を行うことを履行義務としております。当該履行義務

は、研修サービスを顧客に納品する一時点で履行義務が充足されるため、当該時点で収益
認識しております。
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②ｅｔｕｄｅｓ
法人向けにｅラーニングシステムのプラットフォームの提供を行うことを履行義務とし

ております。
月契約のASPサービスや保守運用サービスは、契約期間に応じて履行義務が充足される

ため、当該期間で収益認識しております。また、ASPサービスを契約している顧客先に対
してコンテンツ等の制作物を納品する場合においては、顧客の検収完了の一時点で履行義
務が充足されるため、当該時点で収益認識しております。

5．のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、5年で均等償却しております。

6．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(会計方針の変更に関する注記)
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月

28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しておりま
す。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022
年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適
用指針」という。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。な
お、当該会計方針の変更により計算書類に与える影響はありません。

(会計上の見積りに関する注記)
関係会社投融資の評価
１．当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 326,754千円
関係会社短期貸付金 151,750千円

（注）当事業年度の主な内訳は、クインテグラル株式会社に係る関係会社株式224,859千
円であります。
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２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の評価にあたっては、対象会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低

下した場合には、回収可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、減損処理を
行うこととしております。
関係会社に対する貸付金の評価にあたっては、債務者の財政状態、経営成績等に応じて、

回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上することとしております。
クインテグラル株式会社に係る関係会社株式の実質価額は、将来の事業計画に基づいた超

過収益力を加味した金額を基礎として算定しております。当該関係会社株式の帳簿価額と実
質価額を比較した結果、実質価額が著しく低下している状況ではないことから、減損処理は
不要と判断しております。
実質価額の算定の基礎となる事業計画の策定においては、既に取引のある顧客に対するリ

ピート率や受注の獲得見込みを前提とした売上高の増加を主要な仮定としております。
上記の仮定は経営者の最善の見積りによって決定されておりますが、将来の不確実な経済

条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌事業
年度の計算書類に影響を与える可能性があります。
また、当事業年度において関係会社への貸付金については、回収不能見込は発生しており

ませんが、翌期以降、貸付先関係会社の業績が悪化する場合には、回収不能見込額が発生
し、貸倒引当金を計上する可能性があります。

繰延税金資産の回収可能性
１．当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 22,824千円
当事業年度において、最近の業績動向を踏まえた最善の見積りを行い、繰延税金資産

の回収可能性を見直した結果、繰延税金資産22,824千円を計上し、法人税等調整額
2,617千円を計上しております。

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類における(会計上の見積りに関する注記)と同様のため、記載を省略しており

ます。
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（貸借対照表に関する注記）
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 16,557千円
短期金銭債務 721千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業収益 62,994千円
営業費用 104,003千円
営業取引以外の取引高 8,348千円

減損損失
当社は、以下資産について減損損失を計上いたしました。

１．減損損失を認識した資産
建物附属設備 543千円
工具、器具及び備品 549千円

２．減損損失の認識に至った経緯
当事業年度において、株式会社エナジースイッチを消滅会社とする吸収合併を行いまし

た。それに伴い、株式会社エナジースイッチの本社オフィスを廃止し、当社本社オフィス
に統合したため、旧本社オフィスの附属設備、備品類について使用可能性がなくなり、減
損損失を認識するに至りました。

3．資産のグルーピング方法
当社は、事業単位を基準とした管理会計の区分に従って資産のグルーピングを行ってお

ります。なお、将来の使用が認められない遊休資産については、個別の資産単位でグルー
ピングしております。

４．回収可能価額の算定方法
旧本社オフィスの閉鎖の意思決定を行ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として計上しております。なお、将来キャッシュ・フローが見込め
ないため、回収可能額はゼロと算定しております。
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：株）
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式 11,744 209 7,300 4,653

（変動事由の概要）
増加数の内訳は次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 209株

減少数の内訳は次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 4,800株
新株予約権（ストック・オプション）の行使による減少 2,500株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
関係会社株式評価損 17,249千円
敷金償却 2,830 〃
株式報酬費用 2,774 〃
未払事業税 7,665 〃
未払費用 8,376 〃
役員賞与引当金 3,044 〃
その他 7,023 〃

繰延税金資産小計 48,964千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 ― 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △25,446 〃

評価性引当額小計 △25,446 〃
繰延税金資産合計 23,518千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 694千円

繰延税金負債合計 694 〃
繰延税金資産純額 22,824千円
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社等

種類 会社等の
名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関係内容
取引の
内容

取引
金額

（千円）
科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等

事実上の
関係

子会社
クインテ
グラル
（株）

所有
直接
100.0

兼任
２人 経営管理

資金
の貸付 151,750 関係会社

短期貸付金 151,750

利息の
受取 874 その他

（流動資産） 291

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報については連結注記表（収益認識に関する注記）に

同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産 533円72銭
１株当たり当期純利益 111円18銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（企業結合に関する注記）
連結注記表（企業結合に関する注記）に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお

ります。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年３月２日

アルー株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 前 田 啓
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 塚 原 克 哲

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アルー株式会社の2025年１月１日から

2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、アルー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体
の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び
内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算
書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
て責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類等に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年３月２日

アルー株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 前 田 啓
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 塚 原 克 哲

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アルー株式会社の2025年１月１

日から2025年12月31日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の
財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する

規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第２３期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査

報告書に基づき、審議の結果監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、毎月開催の監査役会において、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受け、監査役間で意見交換を行う他、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準及び監査役会規程に準拠し、監査の方針、監査計画に従い、インターネット等を経由
した手段も活用しながら、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に対面、或いはオンライン形式で出席し、意思決定の過程及び内容を確認し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、随時質問及び意見を述べました。 また、重要な会議議事録及び稟
議書類等の決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社
から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び内部監査室その他使用
人等からその構築・運用について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から監査計画の説
明を受け、協議を行うとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）について
は、品質管理に関する新たな国際基準（国際品質マネジメント基準第１号、ⅠＳＱＭ１）等の要求事項を満たすＫＰＭＧインターナシ
ョナルの方針及び手続を適用するとともに、企業会計審議会が公表する監査基準、監査に関する品質管理基準、監査における不正リス
ク対応基準等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
なお、監査上の主要な検討事項については、有限責任あずさ監査法人と協議を行なうとともに、その監査の実施の状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内

容及び取締役の職務の執行については指摘すべき事項はなく、その整備･運用についても継続的な改善が図られているものと認めま
す。

（2） 計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。なお、会計監査人の職務が適正に実施されて

いることを確保するための体制については、指摘すべき事項は認められません。

2026年３月3日
ア ル ー 株 式 会 社 監査役会
常 勤 監 査 役 （社 外 監 査 役） 荒 幡 義 光 印
社 外 監 査 役 富 永 治 印
社 外 監 査 役 和 田 健 吾 印

以上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保の充実を図りつつ、安定
した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。かかる基本方針に基づき、
当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたく存じます。
（１）配当財産の種類

金銭
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金７円 総額17,848,229円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2026年３月26日（木）
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第２号議案 取締役４名選任の件

本定時株主総会の終結の時をもって、取締役落合文四郎氏、池田祐輔氏及び稲村大悟氏は
任期満了となり、また取締役西立野竜史氏は退任されますので、取締役４名の選任をお願い
するものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 生年月日 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有株式数

１ 落合文四郎
おちあいぶんしろう 1977年

３月22日

2001年４月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ
入社

1,244,200株
（注）２

2003年10月 当社設立 代表取締役社長 （現任）

2022年11月 京都大学 経営管理大学院特命教授

2024年３月 クインテグラル㈱ 取締役(現任)

２ 池田祐輔
いけだゆうすけ 1978年

６月25日

2001年４月 A.T.カーニー㈱ 入社

96,700株

2003年10月 当社設立 取締役

2006年８月 ㈱ファーストキャリア 社外取締役

2009年７月 取締役 教育研修事業部長
2011年７月 取締役 商品開発部長

2013年４月 取締役
インストラクショナルデザイン部長

2014年４月 取締役 新規事業開発企画室長

2016年１月 取締役 執行役員 商品開発部長

2017年１月 取締役 執行役員
商品開発管掌・納品管掌

2018年１月 取締役 執行役員 教育研修事業管掌

2019年１月 取締役 執行役員 商品開発管掌

2020年11月 取締役 執行役員 社長室管掌
社長室長

2023年10月 取締役 執行役員 新領域開発管掌
新領域開発部長（現任）
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候補者
番 号 氏 名 生年月日 略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有株式数

３ 稲村大悟
いなむらだいご 1977年

５月26日

2002年10月 朝日監査法人 入所
（現 有限責任 あずさ監査法人）

70,200株

2006年７月 公認会計士登録

2006年８月 当社入社 コーポレート部マネージャー

2012年７月 中国企画室長

2013年７月 コーポレート部長

2015年７月 執行役員 コーポレート部長

2016年10月 取締役 執行役員 コーポレート部長

2017年１月 取締役 執行役員 海外事業開発管掌、
コーポレート管掌

2018年１月 取締役 執行役員 コーポレート管掌
コーポレート部長

2023年１月 取締役 執行役員 コーポレート管掌

2024年３月 クインテグラル㈱ 取締役(現任)

2024年６月 取締役 執行役員 コーポレート管掌 管
理本部長(現任)

４ 神保拓也
じ ん ぼ た く や 1981年

５月31日

2004年４月 ㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）
入行

―株

2009年７月 PwCアドバイザリー㈱（現 PwCアドバ
イザリー合同会社） 入社

2010年10月 ㈱ファーストリテイリング 入社

2016年９月 同社 執行役員
㈱オンハンド 代表取締役

2018年９月 ㈱ファーストリテイリング 上席執行役員

2020年３月 ㈱トーチリレー 代表取締役（現任）

2021年１月 ㈱エストアンドカンパニー 社外取締役
（現任）

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．落合文四郎氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォーティーシクサーズが所

有する株式数を含んでおります。
３．落合文四郎氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
４．神保拓也氏は、新任の社外取締役候補者であります。また、当社が定める独立性基準を満たして

おり、株式会社ファーストリテイリングにて要職を歴任し、現在も株式会社トーチリレーにおい
て、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに
当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただく
ことを期待しており、当社の社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断しており
ます。
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５．神保拓也氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
６．当社は、神保拓也氏の選任が承認された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害
賠償限度額は、同法第425条第１項で定める額を損害賠償責任の限度としております。

７．当社は、取締役、監査役、執行役員及び管理職・監督者の地位にある従業員を被保険者として、
会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており
ます。各候補者の選任が承認された場合は、各候補者は引き続き当該保険契約の被保険者と
なります。

（１）補填の対象となる保険事故の概要被保険者である役員が、被保険者がその職務の執行に関し
責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損
害を、当該保険契約により補填することとしております。

（２）被保険者の実質的な保険料負担割合全額会社負担としております。
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第３号議案 監査役３名選任の件

本定時株主総会の終結の時をもって監査役荒幡義光、富永治の両氏は任期満了となり、監
査役和田健吾氏は退任されますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 生年月日 略 歴、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有株式数

１ 荒幡義光
あらはたよしみつ 1954年

12月28日

1978年４月 ㈱第一勧業銀行 入行
（現 株式会社みずほ銀行）

―株

1997年６月 同行 香港支店副支店長

2003年９月
㈱みずほコーポレート銀行ロスアンゼルス
支店長
兼 加州みずほコーポレート銀行頭取

2006年３月 同行 執行役員 営業第十一部長

2008年６月 新電元工業㈱取締役執行役員（経理・総
務・内部監査 管掌）

2014年６月 同社 取締役常務執行役員（経理・内部監
査・情報システム 管掌）

2016年４月 ニッポンレンタカーサービス㈱ 特別顧問

2016年９月 同社 社長執行役員

2017年３月 同社 代表取締役社長執行役員

2020年３月 同社 相談役

2022年３月 当社 監査役(現任)

２ 富永治
とみながおさむ 1969年

11月15日

1999年10月 朝日監査法人 入所
(現 有限責任 あずさ監査法人)

―株

2003年３月 公認会計士 登録

2005年１月 GCA㈱ 入社

2010年５月 公認会計士富永治事務所 設立 所長(現
任)

2017年７月 当社 監査役(現任)
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候補者
番 号 氏 名 生年月日 略 歴、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有株式数

３ 緒方絵里子
お が た え り こ 1979年

12月11日

2004年10月 弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所 入所

―株

2010年５月 Duke University School of Law 卒 業
（LL.M.）

2011年４月 ニューヨーク州 弁護士登録

2011年10月 三菱商事㈱ 入社（出向）

2016年１月 長島・大野・常松法律事務所パートナー
(現任)

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．荒幡義光氏、富永治氏、緒方絵里子氏は、社外監査役候補者であります。
３．緒方絵里子氏は、新任の社外監査役候補者であります。
４．緒方絵里子氏につきましては、職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍

上の氏名は、横田絵里子であります。
５．荒幡義光氏は、金融機関及び上場企業において、長年の経験があり、コーポレートガバナンス及

び財務並びに会計に関する相当程度の知見を有することから、社外監査役としての職務を適切に
遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏は現在当社の社外監査役であり、監査役在
任期間は本総会終結の時をもって３年11カ月になります。

６．富永治氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するこ
とから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏
は現在当社の社外監査役であり、監査役在任期間は本総会終結の時をもって８年８か月になります。

７．緒方絵里子氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見を当社の監査に反映していただく
ためであります。また、同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社
外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

８．荒幡義光氏、富永治氏、緒方絵里子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であり
ます。

９．当社は荒幡義光氏、富永治氏と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償限度額は、同法第425条
第１項で定める額を損害賠償責任の限度としており、両氏の再任が承認された場合は、当該契約を
継続する予定であります。また、緒方絵里子氏の選任が承認された場合には、同内容の補償契約を
締結する予定であります。

10．当社は、取締役、監査役、執行役員及び管理職・監督者の地位にある従業員を被保険者として、会
社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
各候補者の選任が承認された場合は、各候補者は引き続き当該保険契約の被保険者となります。
（１）補填の対象となる保険事故の概要

被保険者である役員が、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により補填すること
としております。

（２）被保険者の実質的な保険料負担割合
全額会社負担としております。



― 63 ―

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

2025年３月26日開催の第22期定時株主総会において補欠監査役に選任された野口敏彦氏
の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠
くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその

選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 生 年 月 日 略 歴、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 株 式 数

野口敏
のぐちとしひこ

彦 1981年
７月２日

2006年10月 柳田野村法律事務所入所
（現 柳田国際法律事務所）

―株
2012年10月

㈱大和証券グループ本社 出向
（〜2015年10月。以降、柳田国際法律
事務所）

2017年２月 中島・宮本・溝口法律事務所
入所（現 銀座数寄屋通り法律事務所）

2022年７月 弁護士法人龍馬あおやま事務所
入所（現任）

（注）１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．野口敏彦氏は補欠の社外監査役候補者であります。
３．野口敏彦氏が社外監査役として就任した場合、東京証券取引所に定める独立役員として届出を行

う予定であります。
４．社外監査役候補者の選任理由、社外監査役との責任限定契約について
（１）社外監査役候補者の選任理由

野口敏彦氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関
する専門的な知見を有しており、その専門的な知見を活かし、当社の社外監査役として職
務を適切に遂行できるものと判断したためであります。なお、野口敏彦氏は、社外役員に
なること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監
査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

（２）社外監査役との責任限定契約について
野口敏彦氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で責任限定契約を締結する予
定であります。その契約内容の概要は、次のとおりであります。
・会社法第４２７条第１項の規定により、監査役との間に、同法第４２３条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度
額は、法令が規定する額とする。

・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行に
ついて、善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

５．当社は監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監
査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによっ
て生ずることのある損害が填補されます。当該保険は2026年12月に更新する予定であります。
なお、野口敏彦氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者の範囲に含まれることに
なります。
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＜株主提案（第５号議案から第７号議案まで）＞

第５号議案から第７号議案までは、株主様１名（以下、「本提案株主」といいます。）からの ご提案による
ものであります。 議案の件名、提案内容および理由につきましては、本提案株主から提出された株主提案書
の原文のまま記載しております。

第５号議案 取締役 池田祐輔氏 解任の件

（１）提案の内容
当社は、コーポレートガバナンスおよび企業価値向上の観点から、池田祐輔氏を取締役から解任す

る。

（２）提案の理由
当社は上場後７年以上にわたり、株価が公募価格を下回る状態が継続しており、売上高・利益成長

のいずれの面においても、市場から十分な評価を得られる業績改善が実現しているとは言い難い状況
にある。このように上場企業としての企業価値向上が長期にわたり停滞しているにもかかわらず、経
営体制および取締役会構成については、上場時から実質的な変化が乏しく、抜本的な見直しが行われ
てこなかった。本来、業績の低迷や株価の長期停滞が継続する場合には、取締役会が主体的に経営責
任を検証し、経営陣の構成や役割分担、監督体制の在り方について厳格な評価と是正を行うことが求
められる。しかしながら、当社においては、社内取締役が３名を占める一方で、社外取締役は１名に
とどまり、しかも当該社外取締役は上場以前から長期間にわたり同一人物が継続して選任されている
状況である。このような取締役会構成は、コーポレートガバナンス・コードが求める「独立した客観
的立場からの実効的な監督」という趣旨に照らしても、十分な独立性・多様性を備えているとは言い
難い、特に、業績が芳しくない状況が長期化しているにもかかわらず、取締役会が経営体制の固定化
を是正できていない点は、監督機能が形式的にとどまり、実質的には十分に機能していない可能性を
示唆している。
取締役会が経営陣の評価や責任の所在を明確にし、必要な人事的措置を講じることができなけれ

ば、株主の負託に応えるガバナンス体制とは言えない。上場後の業績低迷と取締役会構成の長期固定
化が同時に存在している現状は、取締役会による自己検証および監督機能の発揮が不十分であったこ
とを裏付けるものと考えられる。こうした状況を踏まえると、当社においては、単なる業務執行の継
続ではなく、取締役会全体の監督機能の実効性を高める観点から、社内取締役の構成および役割を改
めて見直す必要がある。特に池田氏については、以下の理由から、社内取締役としての必要性および
合理性が限定的であると判断する。新規事業創出や既存事業の成長において、長期間にわたり企業価
値向上に明確に資する成果が十分に確認できないこと。「渉外担当」とされる活動についても、事業
提携の実現、新規顧客獲得、売上拡大等の具体的成果が不明確であり、企業価値向上よりも私的なネ
ットワークの維持・交流に重点が置かれているとの評価を免れないこと。主力事業の戦略立案および
執行は代表取締役が実質的に担っており、池田氏の役割が執行面・戦略面の双方において代表取締役
と重複しているため、社内取締役としての追加的価値が乏しいこと。過去において、会社名を冠した
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立場でのSNS利用に関し、上場企業の役員として求められるレピューテーションへの配慮を欠くと受
け取られかねない行動が見受けられたこと。これらについては株主からの指摘を受けて是正が行われ
たものの、結果として株主による指摘がなければ適切な対応がなされなかったとも評価でき、ガバナ
ンス意識および倫理観の観点から課題があったことは否定できない。取締役の言動や対外的な振る舞
いは、現在の行動のみならず、過去における判断や意識水準も含めて評価されるべきであり、とりわ
け企業価値向上と市場からの信頼確保を求められる上場企業の取締役においては、より高いガバナン
ス適格性が求められる。以上を踏まえると、当社取締役会の監督機能強化、独立性および多様性の確
保、ならびに企業価値向上に向けた体制再構築の観点から、池田祐輔氏を取締役から解任することが
合理的であると考える。

（３）取締役会の意見
取締役会は、以下の理由により本議案に反対いたします。
池田祐輔氏は、当社の創業メンバーであり、当社設立以降、一貫して当社の事業成長に貢献をして

おります。現在は、新領域開発管掌として、当社の企業価値向上への主導的な役割を担っており、
M&Aを推進する中で、株式会社エナジースイッチの当社グループ入りを主導する等、当社グループ
の非連続的な成長を牽引した実績も有しております。
また、池田祐輔氏は20年以上にわたるその経験により、法人向け教育業界に精通しており、その専

門性と講師・パートナー・顧客との幅広いネットワークを活かして、国内教室研修事業における大型
案件開拓、および新サービス開発、パートナー講師開拓・育成に寄与しています。
上記の理由から 、今後も当社の全社的業績向上および新領域開発において貢献が期待できると考え
ており、解任の理由はないと考えております。
そのため、取締役会としては、2026年３月25日開催予定の定時株主総会において選任の提案をし

ているとおり、池田祐輔氏は取締役として適格であると判断しております。
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第６号議案 戦略的選択肢（非公開化等）の検討を取締役会に求める件

（１）提案の内容
当社取締役会は、当社の資本政策および企業価値最大化の観点から、非公開化(MBO)、TOBによ

る完全子会社化、その他上場形態の見直しを含む戦略的選択肢について、具体的かつ実質的な検討を
行うこと。

（２）提案の理由
当社は上場後７年以上が経過しているにもかかわらず、株価は公募価格1,370円をほとんどの期間

において回復することなく、現在も900円台から1,000円台で推移している。この間、日経平均株価
は当社上場時点と比較して約2.5倍に上昇しており、日本株式市場全体としては企業価値の大幅拡大
が進んできた。にもかかわらず、当社株式は市場全体の成長およびインフレ環境下における各自成長
の恩恵を享受できておらず、株主価値の低迷が長期化している。加えて、近年のインフレ進行および
ガバナンス・開示要請の高度化により、上場維持に伴う監査費用、ガバナンス対応、人件費、IR関連
費用等は継続的に増加している。一方で、当社株式の日々の出来高は数千株程度にとどまり、流動性
は極めて限定的である。このような状況下では、株式市場を通じた資本調達や機動的な資本政策の実
行は事実上困難であり、上場企業として本来期待される資本市場機能を十分に活用できているとは言
い難い、実際に、当社は上場後これまで、株式市場を通じた資本調達や株式を活用した戦略的M&A
等をほとんど実施しておらず、上場形態が事業成長や企業価値向上に実質的に寄与してきたとは評価
しにくい。その結果、上場は本来の目的である「成長と株主価値向上のための手段」ではなく、維持
されること自体が目的化しているとの懸念を株主に抱かせる状況となっている。さらに、当社の時価
総額は、現行のグロース市場およびスタンダード市場における上場維持基準と比較しても十分な水準
に達しているとは言い難い。東京証券取引所は市場区分改革を通じて、持続的な成長と中長期的な企
業価値向上が期待できる企業に市場資源を重点的に配分する方針を明確にしており、時価総額や流動
性が長期にわたり低迷する企業に対しては、上場形態や資本政策の見直しを含めた主体的な対応を求
めている。当社は現状において、株式市場を通じて成長資金を調達し、資本市場とともに企業価値を
拡大していくことが期待される企業群に該当しているとは評価しにくい状況にある。また、当社の事
業成長は主として買収子会社に依存する構造となっているが、その内容を精査すると、当社は自社事
業の成長投資や新規事業創出といった挑戦的な取り組みを行うのではなく、比較的小規模な売上規模
で、買収価格も低く、金融機関からの借入のみで、取得可能な企業に限定した買収を継続してきたと
評価せざるを得ない。これは、株式市場を活用した資本調達や株式対価M&Aといった上場企業とし
ての選択肢を実質的に活用できていない結果であり、同時に、事業リスクを取って中長期的な成長を
目指す戦略的姿勢が乏しかったことを示している。このような借入のみで実行可能な小規模買収に依
存する成長モデルは、短期的には財務リスクを抑制する一方で、事業規模の拡大や競争力の飛躍的向
上にはつながりにくく、結果として当社本体の成長性および収益性は限定的なまま推移している。す
なわち、当社の長期的な成長停滞は、市場環境の問題にとどまらず、挑戦的な成長戦略および資本政
策を採用してこなかった経営判断の帰結でもある。近年では、ラクスルをはじめとする一定の事業基
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盤と収益力を有する企業であっても、上場維持コストの増大や株主価値最大化の観点から、非公開化
(MBO)等によりグロース市場から撤退する判断を行う事例が見られる。これらは、上場そのものを目
的化することなく、資本市場との関係を経営戦略として主体的に見直した合理的な意思決定である。
仮に当社が非公開化(MBO)やTOBによる完全子会社化を実施した場合、公募価格水準での買付けを
行うことにより、長期間公募価格割れの状態で株式を保有せざるを得なかった少数株主に対し、適正
な流動性および売却機会を提供することが可能となる。また、社員株主にとっても、公募価格割れと
いう経済的制約解放されるメリットがある。さらに、上場維持コストの削減により、短期的な市場評
価に左右されることなく、中長期的な視点で事業構造の再構築や経営改革に取り組むことが可能とな
る。
以上を総合的に勘案すると、当社が非公開化を含む戦略的選択肢について検討を行うことは、株主

価値最大化のみならず、責任ある資本政策の遂行および東京証券取引所の市場区分改革の趣旨にも沿
った、極めて合理的な経営判断である。取締役会において、非公開化(MBO)、TOBによる完全子会
社化、その他の戦略的選択肢について、形式的ではなく実質的かつ真摯な検討が行われることを強く
求める。

（３）取締役会の意見
取締役会は、以下の理由により本議案に反対いたします。

当社は、株式上場を行うことで個人企業からパブリックカンパニーへと転身することにより、より充
実した資金調達や知名度の向上、それによる優秀な人材の確保や事業提携・M&Aの案件増加等の多
大なる恩恵を受けております。また、大企業向け教育事業、etudes事業を推進するうえでも、上場企
業として継続性・透明性が担保されていること、またサービス品質向上のための投資実行力があるこ
とは、顧客からの信頼獲得において大いにプラスであると考えております。
そのため、現時点では、今後の当社の発展や事業継続のためにも、非公開化等は適切ではないと判

断いたします。
なお、本提案は株主総会決議事項ではないものの、いわゆる勧告的決議に係る議題・議案として採

り上げるものであります。
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第７号議案 取締役報酬制度の改定（業績連動報酬比率および目標水準の見直し）の件

（１）提案の内容
当社取締役の報酬制度について、固定報酬の比率を引き下げ、業績連動報酬の比率を引き上げると

ともに、当該業績連動報酬の算定に用いる業績目標については、現行水準を上回る高い目標値を設定
することを求める。

（２）提案の理由
当社は上場後７年以上が経過しているにもかかわらず、売上成長、利益水準、株価および時価総額

の推移は、同じグロース市場に上場する企業と比較しても相対的に低調な状況が継続している。特
に、低い時価総額で上場したにもかかわらず、公募価格を長期間下回る状態が続いていることは、株
主価値の創出という観点から看過できない問題である。このような状況下において、取締役報酬が企
業価値向上と十分に連動してない場合、経営陣と株主との利害の乖離を招き、成長に向けた経営判断
やリスクテイクを阻害する要因となり得る。現行の取締役報酬制度においても業績連動報酬は導入さ
れているものの、その比率および業績目標の水準は相対的に低く設定されており、結果として実質的
には固定報酬に近い性格を有していると評価せざるを得ない。このような制度設計では、上場企業の
取締役に求められる強い成果責任や緊張感を十分に反映しているとは言い難い。業績連動報酬は、単
に形式的に導入されていれば足りるものではなく、株主価値の向上に直結する高い業績目標を達成し
た場合にのみ報酬が増加する設計とすることで、初めて実効性を持つものである。高い目標水準の設
定は、経営の規律を高め、成長戦略の実行力を強化する効果が期待される。また、取締役個々人の役
割、成果、責任の所在を明確化する観点からも、報酬と業績の連動性を高めることは重要である。特
定の取締役について、その貢献度と報酬水準との関係が株主から見て必ずしも明確でないとの指摘が
生じている状況においては、報酬制度そのものを見直し、成果に基づく評価がより厳格に反映される
仕組みとする必要がある。以上を踏まえると、取締役報酬制度を、固定報酬中心の構造から脱却さ
せ、株主価値の向上とより強く連動した制度へ改定することは、当社の企業価値最大化およびコーポ
レートカバナンスの強化の観点から合理的であり、当社取締役会において速やかに実行されるべきで
ある。

（３）取締役会の意見
取締役会は、以下の理由により本議案に反対いたします。
当社の取締役報酬は、金銭報酬につき、2017年３月29日開催の第14期定時株主総会において、年

額1億円以内（うち社外取締役分年額2,000万円以内）、非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）につき、
2020年３月27日開催の第17期定時株主総会において、年額1,000万円以内とご承認いただいており
ます。
また、当社の役員報酬については、事業を成長させる優秀な経営人材を確保できる報酬水準である

こと及び役員の成果創出にコミットメントする動機づけを高める報酬体系であること等を基本方針と



― 69 ―

しています。業績連動報酬比率を過度に高めることは、短期的な業績指標への偏重や、中長期的企業
価値を損なう意思決定が行われるおそれがあるほか、過度なリスクテイクを誘発するおそれがあり、
適切ではないと考えております。加えて、取締役報酬が企業価値向上と連動していない旨の指摘があ
りますが、当社の役員報酬は金銭報酬と株式報酬を組み合わせた体系であり、中長期の企業価値向上
と報酬が連動しているものとなっております。
現行制度においても、業績評価は再任判断や報酬水準の見直しに反映されており、また、当社と同

程度の規模の会社の報酬水準等と比較しても、現在の取締役報酬は、上記の基本方針に適したふさわ
しい報酬体系であると考えております

以上
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社団法人 実践
倫理宏正会 本部

北の丸スクエア

九段下駅

日本
武道館

りそな銀行

株主総会会場ご案内図
■会場
東京都千代田区九段北一丁目13番５号
ヒューリック九段ビル２階 本社カンファレンスルーム
電話（03）6268−9791

■交通のご案内
●東京メトロ東西線「九段下駅」
７番出口より 徒歩０分

●東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄新宿線「九段下駅」
３ｂ出口より 徒歩２分


